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協議第３３号 
 

議会議員の定数 
及び任期の取扱いについて 



事 務 事 業 現 況 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

5
事務事業番号 協議ランク

7

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

担当課名 議会事務局議事調査課 議会事務局 議会事務局 議会事務局 議会事務局

根拠法令等

相模原市議会議員定数条例 城山町議会議員の定数を定める条例 津久井町議会議員定数条例 相模湖町議会の議員の定数を定める条例 藤野町議会議員の定数を定める条例

歳出予算額（平成17年度）0千円 0千円 0千円 0千円 0千円

歳入予算額（平成17年度）0千円 0千円 0千円 0千円 0千円

【議員定数】
　上限数　     22人
　条例定数 　　14人
　現員数　　　 14人

【議員任期】
　平成19年9月19日

議会議員の定数及び任期の取扱い ■A協議会　□B幹事会　□C専門部会

【事務事業の内容】 【議員定数】
　法定上限数　56人
　条例定数　　46人
　現員数　　　46人
　
【議員任期】
　平成19年4月29日

【議員定数】
　法定上限数　26人
　条例定数　　16人（※1）
　現員数　　　16人
　
　（※1）次の一般選挙より14人とする。
　
【議員任期】
　平成19年5月7日

【議員定数】
　上限数　　26人
　条例定数　16人
　現員数　　15人
　
【議員任期】
　平成18年3月19日

【議員定数】
　上限数　　22人
　条例定数　12人
　現員数　　12人
　
【議員任期】
　平成19年12月31日

合併協議事項

議会議員の定数及び任期の取扱い 議会部会

事務事業名



 
 

協議第３４号 
 

農業委員会委員の定数 
及び任期の取扱いについて 



事 務 事 業 現 況 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

6
事務事業番号 協議ランク

6

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

担当課名 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業委員会事務局

根拠法令等

農業委員会等に関する法律 農業委員会等に関する法律 農業委員会に関する法律 農業委員会等に関する法律 農業委員会等に関する法律

歳出予算額（平成17年度）0千円 0千円 0千円 0千円 0千円

歳入予算額（平成17年度）0千円 0千円 0千円 0千円 0千円

【目的】
　農業者と行政の間に立って農業者の声を反映さ
せるとともに行政施策を推進する。

【内容】
○　委員定数
○　選挙による委員　１０人
○　選任による委員　　５人
　　　　　　（農協推薦　１人）
　　　　　　（共済推薦　０人）
　　　　　　（議会推薦　４人）
○　任期
　平成16年1月1日～平成18年12月31日

【目的】
農業者と行政の間に立って農業者の声を反
映させるとともに行政施策を推進する。

【内容】
○　委員定数
○　選挙による委員　１１人
○　選任による委員　　２人
　　　　　　　　（農協推薦　　１人）
　　　　　　　　（議会推薦　　１人）
○　任期
　平成15年9月20日～平成18年9月19日

【事務事業の内容】 【目的】
　農業者と行政の間に立って農業者の声を反映さ
せるとともに行政施策を推進する。

【内容】
○　委員定数
○　選挙による委員　２０人
○　選任による委員　　４人
　　　　　　（農協推薦　１人）
　　　　　　（共済推薦　０人）
　　　　　　（議会推薦　３人）
○　任期
　平成17年7月20日～平成20年7月19日

【【目的】
　農業者と行政の間に立って農業者の声を反映さ
せるとともに行政施策を推進する。

【内容】
　○　委員定数　１１人
　　　　　　　　(選挙による委員の定数）
　
　在任委員数
　○　選挙による委員　　８人
　○　選任による委員　　３人
　　　　　　　（農協推薦　１人）
　　　　　　　（議会推薦　２人）
　○　任期
　　　　平成15年5月1日～平成18年4月30日

【目的】
　農業者と行政の間に立って農業者の声を反映さ
せるとともに行政施策を推進する。

【内容】
○　委員定数
○　選挙による委員　１６人
○　選任による委員　　６人
　　　　　　（農協推薦　１人）
　　　　　　（共済推薦　０人）
　　　　　　（議会推薦　５人）
○　任期
　平成15年5月10日～平成18年5月9日

事務事業名

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い ■A協議会　□B幹事会　□C専門部会

合併協議事項

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 農業委員会部会
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